
国道３号　大窪地区電線共同溝ＰＦＩ事業 　実施方針等の訂正について（令和５年１０月１７日）

令和５年９月６日に公表した国道３号　大窪地区電線共同溝ＰＦＩ事業の実施方針等に関し、以下のとおり訂正する。

No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 訂正前 訂正後

1
要求水準書
（案）

9 第２章 1 （７）
資料の貸与及び返
却

　入札公告後には、設計業務に必要な「2018年度　熊本管内電線共同溝測量
設計外業務第2編電線共同溝詳細設計修正報告書」の資料を貸与する。また、
選定事業者には、事業契約締結後に令和3年度熊本管内電線共同溝測量設計
業務第2編電線共同溝詳細設計」の資料を貸与する。

　入札公告後には、設計業務に必要な「2018年度　熊本管内電線共同溝詳
細設計外業務第2編～第5編」の資料を貸与する。また、選定事業者には、事
業契約締結後に「令和元年度熊本管内電線共同溝詳細設計外業務第2編～
第4編」、「令和3年度熊本管内電線共同溝測量設計業務第2編～第3編」の資
料を貸与する。

2
要求水準書
（案）

11 第２章 5 （１）ア 現地踏査

詳細設計修正に必要な現地の状況を把握することを目的とした、現地踏査を行
うこと。

 ア　「2018年度　熊本管内電線共同溝測量設計外業務第２編電線共同溝詳細
設計報告書」及び令和3年度熊本管内電線共同溝測量設計業務第2編電線共
同溝詳細設計」（以下、熊本管内電線共同溝詳細設計と令和３年度熊本管内電
線共同溝測量設計業務第２編電線共同溝詳細設計をまとめて「熊本管内電線
共同溝詳細設計等」という。）における平面図を基に歩道幅員、官民境界、既設
占用物件等の位置確認を行うとともに、切下げ位置の変更等の歩道状況およ
び建物の建替え等の沿道状況を把握すること。

詳細設計修正に必要な現地の状況を把握することを目的とした、現地踏査を
行うこと。

 ア　「2018年度　熊本管内電線共同溝詳細設計外業務第２編～第5編」及び
「令和元年度熊本管内電線共同溝詳細設計外業務第2編～第4編」、「令和3
年度熊本管内電線共同溝測量設計業務第2編～第3編」（以下、熊本管内電
線共同溝詳細設計外業務と熊本管内電線共同溝測量設計業務をまとめて
「熊本管内電線共同溝詳細設計等」という。）における平面図を基に歩道幅
員、官民境界、既設占用物件等の位置確認を行うとともに、切下げ位置の変
更等の歩道状況および建物の建替え等の沿道状況を把握すること。

資料8 - - 貸与資料一覧

【設計業務】
１　2018年度　熊本管内電線共同溝測量設計外業務第2編電線共同溝詳細設
計報告書

【設計業務】
１　2018年度　熊本管内電線共同溝詳細設計外業務第2編～第5編

資料8 - - 貸与資料一覧
【設計業務】
２　令和3年度熊本管内電線共同溝測量設計業務第2編～第3編電線共同溝詳
細設計

【設計業務】
２　令和元年度熊本管内電線共同溝詳細設計外業務第2編～第4編

資料8 - - 貸与資料一覧
【設計業務】
（追加）

【設計業務】
３　令和3年度熊本管内電線共同溝測量設計業務第2編～第3編

3
要求水準書
（案）

81



No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 訂正前 訂正後

5
要求水準書
（案）

23,24 第３章

4
要求水準書
（案）

10,11 第２章 2 -

3

3. BIM/CIM活用工事について
　(1) BIM/CIM 適用工事について
　ア　本工事は、BIM/CIM 適用工事（事業者希望型）である。
　イ　契約後において、事業者から３次元モデルの活用希望があった場合、３次
元モデルの活用を行うことができる。詳細については、九州地方整備局及び事
業者で協議し、以下の(2)～(3)により実施する。
  ウ　BIM/CIM適用に要する費用については当初計上していない。九州地方整
備局及び事業者間の協議に基づき、設計変更を行うものとする。

　(2) （修正無し）
　(3) （修正無し）
　(4) （修正無し）
  (5) （追加）
　(5) DXデータセンターの使用
　　　 (以下修正無し)

3. BIM/CIM適用工事について
　(1) BIM/CIM 適用工事について
　ア本工事は、BIM/CIM 適用工事（発注者指定型）である。
　イ以下に示す活用内容について、３次元モデルを作成し活用する。
詳細については、九州地方整備局と協議し、以下の(2)～(5)により実施する。
なお、事業者が希望する場合、九州地方整備局が示す活用内容以外の活用
内容を提案することができる。

　

　(2) （修正無し）
　(3) （修正無し）
　(4) （修正無し）
　(5) BIM/CIM適用の費用について
　ア　BIM/CIM適用に要する費用については当初計上していない。九州地方
整備局との協議に基づき、設計変更を行うものとする。
　イ　なお、義務項目は３次元モデルの閲覧（３次元モデルの作成・加工は含
まない）による活用となるため、費用は計上しない。
  (6) DXデータセンターの使用
     （以下修正無し）

BIM/CIM活用業務
について

2. BIM/CIM活用業務について
　(1) BIM/CIM活用業務について
　本業務は、BIM/CIM適用業務（事業者希望型）である。
契約後において、事業者から3次元モデルの活用希望があった場合、3次元モ
デルの活用を行うことができる。詳細については、九州地方整備局と協議するこ
ととし、以下の(2)～(3)により実施する。
　BIM/CIM適用に要する費用については当初計上していない。九州地方整備局
との協議に基づき、設計変更を行うものとする。

　(2) （修正無し）
　(3) （修正無し）

3. 成果の納品
BIM/CIM実施計画書（変更含む）、BIM/CIM実施報告書及び作成した３次元モ
デルを納品する。

2. BIM/CIM適用業務について
　(1) BIM/CIM適用業務について
　本業務は、BIM/CIM適用業務（発注者指定型）である。
以下に示す活用内容について、３次元モデルを作成し活用する。
詳細については、九州地方整備局と協議し、以下の(2)～(4)により実施する。
なお、事業者が希望する場合、九州地方整備局が示す活用内容以外の活用
内容を提案することができる。
　BIM/CIM適用に要する費用については当初計上していない。九州地方整備
局との協議に基づき、設計変更を行うものとする。

　(2) （修正無し）
　(3) （修正無し）
　(4)成果の納品
　BIM/CIM実施計画書（変更含む）、BIM/CIM実施報告書及び作成した３次元
モデルを納品する。

-
BIM/CIM活用工事

について



No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 訂正前 訂正後

6 実施方針 1 第１章 1 (2)
事業の対象となる
公共施設等の種類

・電線共同溝（道路法第2条第2項の7に定める電線共同溝（道路の附属物））
・道路（車道、歩道等）
・道路附属物等（道路照明、防護柵）

・電線共同溝（道路法第2条第2項の9に定める電線共同溝（道路の附属物））
・道路（車道、歩道）
・道路附属物等（道路照明、防護柵等）

7 実施方針 7 第２章 5 (1)ク 応募者の構成
代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかが、他の代表企業、構成企業又
は協力企業でないこと。

代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかが、他の応募グループの代表
企業、構成企業又は協力企業でないこと。

8 実施方針 7 第２章 5 (1)ケ 応募者の構成
代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係におい
て関連のある者が、他の代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。

代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係に
おいて関連のある者が、他の応募グループの代表企業、構成企業又は協力
企業でないこと。

9 実施方針 8 第２章 5 (2)オ 応募者の構成

競争資格確認申請書の提出期限の日から開札の日までの期間に、九州地方整
備局から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和59年3月29日付
け建設省厚第91号）に基づく指名停止を受けていないこと。また、「地方支分部
局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いにつ
いて」（平成10年8月5日付け建設省厚契発第33号）及び「国土交通省所管の物
品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」（平成14年10月29日付け
国官会第1562号）に基づく指名停止を受けていないこと。

競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の日までの期間に、九
州地方整備局から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和59年
3月29日付け建設省厚第91号）に基づく指名停止を受けていないこと。また、
「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止
等の取扱いについて」（平成10年8月5日付け建設省厚契発第33号）及び「国
土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」（平
成14年10月29日付け国官会第1562号）に基づく指名停止を受けていないこ
と。

10 実施方針 10 第２章 5 (3)ウ
外国資格を有する
技術者

外国資格を有する技術者（わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市
場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）につい
ては、あらかじめ技術士相応又はRCCM)相当との旧建設大臣認定（建設経済
局）または国土交通大臣認定（総合政策局又は土地・建設産業局）を受けてい
る必要がある。

外国資格を有する技術者（わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設
市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）に
ついては、あらかじめ技術士相応又はRCCM相当との旧建設大臣認定（建設
経済局建設振興課）または国土交通大臣認定（総合政策局建設振興課又は
不動産・建設経済局建設市場整備課））を受けている必要がある。

11 実施方針 11 第２章 5 (3)エ
設計企業の参加資
格要件

上記イ、ウの（イ）の実績として挙げた業務成績評定点が60点以上であること。
ただし、「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成14年9月5日付け国官技
第142号、平成20年9月26日付け国官技第126号並びに平成23年3月28日付け
国官技第361号、平成30年1月4日付け国官技第187号にて改正）に基づく業務
成績以外の業務は、この限りではない。

上記イ、ウの（イ）の実績として挙げた業務成績評定点が60点以上であるこ
と。ただし、「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成14年9月5日付け国
官技第142号、平成20年9月26日付け国官技第126号並びに平成23年3月28
日付け国官技第361号、平成30年1月4日付け国官技第187号にて改正）に基
づく業務成績以外の業務は、この限りではない。調査基準価格を下回った業
務の実績において、成績評価点が70点未満の場合は、業務実績として認め
ない。

12 実施方針 13 第２章 5 (6)ウ
維持管理企業の参
加資格要件

九州地方整備局における一般競争参加資格のうち、「アスファルト舗装工事」若
しくは「維持修繕」に認定されている者であること。なお、当該一般競争（指名競
争）参加資格の認定されていない者は開札日までに認定を受けること。

九州地方整備局における一般競争参加資格のうち、「アスファルト舗装工事」
若しくは「維持修繕工事」に認定されている者であること。なお、当該一般競
争（指名競争）参加資格の認定されていない者は開札日までに認定を受ける
こと。


